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秋田市立地適正化計画の策定について

１ 背 景

本市では、人口減少や少子高齢化を背景に、市民の良好な生活環境の確保とともに、

持続可能な都市経営を可能にするため、平成２３年に策定した第６次秋田市総合都市

計画において、都心・中心市街地と６つの地域中心に生活に必要なサービス機能を誘

導・集約し、その周辺に住む市民が容易に様々なサービスが受けられるよう、多核集

約型の都市構造によるコンパクトな市街地形成を目指すこととしました。

そうした中、国は、今後の都市構造のあり方として、日常生活に必要な生活サービ

スや行政サービスが住まい等の身近に存在する多極ネットワーク型コンパクトシティ

を目指すことが重要であるとし、平成２６年５月に都市再生特別措置法を改正して、

都市全体の観点から居住機能や医療・福祉などの都市機能の立地の適正化を図るため

の包括的なマスタープランとなるべく「立地適正化計画」制度を創設しました。

本市は、この計画制度の趣旨とともにその有効性に鑑み、平成２９年度に当該計画

の策定に着手する予定であり、これに伴い、本都市計画審議会は、計画の策定や進捗

管理に際しての諮問機関として新たな会務を所掌することになります。

２ 立地適正化計画の概要等

(1) 立地適正化計画の概要

・当該計画では「基本的な方針」を記載することとされ、計画により実現を目指すべ

き将来都市像を示します。

・計画の「区域」は、都市計画区域全体を基本とし、区域内には居住誘導区域と都市

機能誘導区域の双方を定めます。また、居住誘導区域は市街化区域内に、都市機能

誘導区域は居住誘導区域内に定めることになります。

都市計画区域

市街化区域

居住誘導区域

都市機能
誘導区域

【公共交通】→第２次秋田市公共交通ビジョン：地域公共交通網形成計画
都市機能誘導区域間や居住誘導区域内のアクセスを容易にする公共交通を確保

【居住誘導区域】
生活サービス機能が集積する周辺や公共交

通沿線など居住を誘導して人口密度を維持

するエリアを設定

【都市機能誘導区域と誘導施設】
医療・福祉など生活サービス機能を提供する

施設の集積を誘導する区域を設定するととも

に、区域内に誘導する施設を設定

【各区域へ誘導するための施策】
居住誘導区域に居住を誘導し人口密度を維持するための施策

都市機能誘導区域に都市機能を誘導し維持するための施策

連 携

資料 ２
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(2) 計画の役割と効果

・人口減少の進む本市において、経済成長期の人口の増加に合わせ拡大した市街地

を、将来的な人口構成を見据え、緩やかな市街地の集約化を図り、一定の人口密

度を維持する。

・超高齢化の進む本市において、福祉や医療といった都市機能のコンパクト化と公

共交通によるネットワーク形成を図る。

・都市の集約化にあたっては、短期間の強制的な集約ではなく、届出勧告制度によ

る緩やかな誘導を図る。

・居住を誘導すべき区域の設定にあたっては、将来的な人口動態や災害等に対する

安全性を考慮する。

・都市機能を誘導すべき区域の設定にあたっては、都市の中心的な拠点だけの一極

集中ではなく、市民の身近な生活拠点も含めた多極ネットワーク型のコンパクト

化を図る。

・都市全体を見渡したマスタープランとしての性質があるため、都市計画法に基づ

く市町村マスタープランの一部とみなす。

３ 計画の策定体制

計画の策定にあたっては、多様な関係者との合意形成を図るといった観点から、都

市再生特別措置法第117条に規定する「市町村都市再生協議会」を設置して協議・検討

を行う予定です。

４ 都市計画審議会との関係

立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住

民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会の

意見を聴かなければならないとされており、計画案を策定した際には本審議会に諮問

するほか、検討の経過に応じて、適宜、検討状況を報告します。

また、市町村は、立地適正化計画を作成した場合、おおむね５年ごとに、当該立地

適正化計画の区域における住宅および都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策

の実施の状況についての調査、分析および評価を行うよう努めるとともに、必要があ

ると認めるときは、立地適正化計画およびこれに関連する都市計画を変更するものと

され、調査、分析および評価を行ったときは、速やかに、その結果を市町村都市計画

審議会に報告しなければならないとされています。

さらに、市町村都市計画審議会は、必要に応じ、市町村に対し、立地適正化計画の

進捗状況について報告を求めることができ、市町村自らが報告した場合を含め、報告

を受けたときは、報告に係る事項について、市町村に対し、意見を述べることができ

るとされています。
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５ 計画策定の流れ

平成２８年度は、計画策定に向けて、将来の見通しとともに都市構造に関する調査

・分析を行っているところであり、平成２９年度にその結果をもって計画策定に着手

する予定です。計画策定の全体の流れ、検討手順は、おおむね次のとおりです。

平成２８年度

調査・分析

庁内検討委員会
※

将来人口推計、都市機能の立地、居住、土
地利用現況や公共交通利用状況、財政の見
通し等について調査・分析

庁内 都
ワーキング会議 市

計
画 現状の問題点 上位計画や他部局の
課 課題の整理 施策等について整理

学識者による
アドバイザリー会議

都市構造パターンの検討

平成２９年度以降

全体の流れ 計画の検討

都市再生協議会の設置 まちづくりの理念、目指すべき都市像の設定、
基本方針作成

立地適正化計画の検討
都市機能誘導区域・誘導施設 施

の案の作成 策
等

立地適正化計画の策定・公表 の
県への送付 検

居住誘導区域の案の作成等 討

事業・施策の実施
計画案の作成

計画の達成状況の評価
都市計画審議会への報告 説明会等による住民意見の反映

必要に応じて計画の見直し 都市計画審議会の意見聴取

※平成２８年度に設置した庁内検討委員会は都市再生協議会の附属機関として位置づける予定
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参 考

関係法令等

○都市再生特別措置法（抄） Ｐ５～Ｐ20

○都市再生基本方針（都市再生特別措置法第１４条関係） Ｐ21～Ｐ43

○都市再生特別措置法（抄）：平成14年4月5日法律第22号

最近改正 平成28年6月7日法律第72号

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情

勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの

情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上（以下「都市の再

生」という。）を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、都市の再生の

推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市

街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例、都市

再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付並びに立地適正化計画に基

づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための都市計画の特例等の特別

の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国

民生活の向上に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「都市開発事業」とは、都市における土地の合理的かつ健全

な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業（これ

に附帯する事業を含む。）のうち公共施設の整備を伴うものをいう。

２ この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の

用に供する施設をいう。

３ この法律において「都市再生緊急整備地域」とは、都市の再生の拠点として、都市

開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定

める地域をいう。

４ この法律において「都市の国際競争力の強化」とは、都市において、外国会社、国

際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加さ

せるため、都市開発事業等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能

を高度化し、及び都市の居住環境を向上させることをいう。

５ この法律において「特定都市再生緊急整備地域」とは、都市再生緊急整備地域のう

ち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を

推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定め

る地域をいう。
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中略

第三章 都市再生基本方針

第十四条 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図る

ための基本的な方針（以下「都市再生基本方針」という。）の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。

２ 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 都市の再生の意義及び目標に関する事項

二 都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針

三 都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する

政令の立案に関する基準その他基本的な事項

四 第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項

五 第八十一条第一項に規定する立地適正化計画の作成に関する基本的な事項

３ 都市再生基本方針は、我が国の活力の源泉である都市が、近年における急速な情報

化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競

争力を高め、都市の再生を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することが

できるものとなるよう定めなければならない。

４ 第二項第三号の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、

特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能

の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地

域が指定されるものとなるよう定めなければならない。

５ 内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、都市

再生基本方針を公表しなければならない。

６ 第一項及び前項の規定は、都市再生基本方針の変更について準用する。

中略

第六章 立地適正化計画に係る特別の措置

第一節 立地適正化計画の作成等

（立地適正化計画）

第八十一条 市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域につ

いて、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、

商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都

市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図るための

計画（以下「立地適正化計画」という。）を作成することができる。

２ 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載す

るものとする。

一 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針

二 都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）及び居住

環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘

導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
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三 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）

及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下「誘

導施設」という。）並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導

区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項（次

号に掲げるものを除く。）

四 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関す

る事項

イ 誘導施設の整備に関する事業

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、

市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務

又は事業

五 第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項

六 前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るた

めに必要な事項

３ 前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、

必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができ

る。

４ 市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記

載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければ

ならない。

５ 第二項第五号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

一 都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上

のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域（以下「駐車場配置適正化区域」と

いう。）

二 前号の区域における路外駐車場（駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第二条

第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。）の配置及び規

模の基準（同条において「路外駐車場配置等基準」という。）に関する事項

三 第一号の区域における駐車施設（駐車場法第二十条第一項に規定する駐車施設を

いう。以下この号において同じ。）の機能を集約するために整備する駐車施設（第百

七条において「集約駐車施設」という。）の位置及び規模に関する事項

６ 市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当

該事項について、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。

７ 市町村は、立地適正化計画に第五項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、

当該事項について、あらかじめ、都道府県知事（駐車場法第二十条第一項若しくは第

二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限

る。）に協議しなければならない。

８ 第二項第五号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在

し、跡地（建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下この

項において同じ。）の面積が現に増加しつつある区域で、良好な生活環境の確保及び美

観風致の維持のために当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木（以下「跡地等」とい

う。）の適正な管理が必要となると認められる区域（以下「跡地等管理区域」という。）
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並びに当該跡地等管理区域における跡地等の適正な管理を図るための指針（第百十条

において「跡地等管理指針」という。）に関する事項を記載することができる。

９ 立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並

びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即するとと

もに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ

たものでなければならない。

10 立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確保が図られるように配慮されたも

のでなければならない。

11 第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及

び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資そ

の他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項

に規定する市街化調整区域（以下「市街化調整区域」という。）、建築基準法第三十九

条第一項に規定する災害危険区域（同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に

供する建築物の建築が禁止されているものに限る。）その他政令で定める区域について

は定めないものとする。

12 第二項第三号の都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における

人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施

設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られ

るように定めるものとする。

13 市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号及び第三号の施策並

びに同項第四号の事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用され

ることとなるよう努めるものとする。

14 市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催

その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計

画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都

市計画審議会。第八十四条において同じ。）の意見を聴かなければならない。

15 市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。

16 第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更（第十四項の規定については、

国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）について準用する。

（都市計画法の特例）

第八十二条 前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が同条第十五

項（同条第十六項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当

該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画

に関する基本的な方針の一部とみなす。

（都市再生整備計画に係る交付金の特例）

第八十三条 市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一条第二項第四号

に掲げる事項（第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号

に掲げる事業等であって当該市町村又は特定非営利活動法人等が実施するものに係る

ものに限る。）を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。

２ 前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条第一項の規定に

よる都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項まで及
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び第四十八条から第五十条までの規定を適用する。この場合において、第四十七条第

二項中「事業等の実施」とあるのは、「第八十三条第一項に規定する事業等の実施（特

定非営利活動法人等が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含

む。）」とする。

（立地適正化計画の評価等）

第八十四条 市町村は、立地適正化計画を作成した場合においては、おおむね五年ごと

に、当該立地適正化計画の区域における住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に

関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、

必要があると認めるときは、立地適正化計画及びこれに関連する都市計画を変更する

ものとする。

２ 市町村は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を市町

村都市計画審議会に報告しなければならない。

３ 市町村都市計画審議会は、必要に応じ、市町村に対し、立地適正化計画の進捗状況

について報告を求めることができる。

４ 市町村都市計画審議会は、第二項又は前項の規定による報告を受けたときは、その

報告に係る事項について、市町村に対し、意見を述べることができる。

（都市計画における配慮）

第八十五条 都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画

についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、立地

適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

第二節 居住誘導区域に係る特別の措置

第一款 都市計画の決定等の提案

（特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案）

第八十六条 立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令で定める戸数以

上の住宅の整備に関する事業（以下「特定住宅整備事業」という。）を行おうとする者

は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる

都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、

当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一 第三十七条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる都市計画

二 都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市

計画

三 その他政令で定める都市計画

２ 第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の

規定による提案について準用する。この場合において、第三十七条第二項中「都市再

生事業」とあるのは「第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業」と、第四十条

第一項中「者（当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けて

いるときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第二項において

同じ。）」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

（特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案）

第八十七条 特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景

観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画（同法第八条
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第一項に規定する景観計画をいう。以下この項において同じ。）の策定又は変更を提案

することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなけ

ればならない。

２ 景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による

提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」

とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形

成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法

第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部又は一部を含むもの

について、当該計画提案」と読み替えるものとする。

第二款 建築等の届出等

第八十八条 立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区

域外の区域内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為（以下「開発

行為」という。）であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例

で定めるもの（以下この条において「住宅等」という。）の建築の用に供する目的で行

うもの（政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、

その規模が政令で定める規模以上のものに限る。）又は住宅等を新築し、若しくは建築

物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為（当該政令で定める戸数

未満の住宅に係るものを除く。）を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三

十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施

行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければな

らない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行

為

四 その他市町村の条例で定める行為

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定め

る事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日

前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければ

ならない。

３ 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に

係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認め

るときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を

適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

４ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるとき

は、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせんそ

の他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三款 居住調整地域等

（居住調整地域）

第八十九条 立地適正化計画の区域（市街化調整区域を除く。）のうち、当該立地適正化
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計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、

都市計画に、居住調整地域を定めることができる。

（開発行為等の許可等の特例）

第九十条 居住調整地域に係る特定開発行為（住宅その他人の居住の用に供する建築物

のうち市町村の条例で定めるもの（以下この条において「住宅等」という。）の建築の

用に供する目的で行う開発行為（政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目

的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。）をいう。

以下同じ。）については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、特定

開発行為及び特定建築等行為（住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその

用途を変更して住宅等とする行為（当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除

く。）をいう。第九十二条において同じ。）については、居住調整地域を市街化調整区

域とみなして、同法第三十四条及び第四十三条の規定（同条第一項の規定に係る罰則

を含む。）を適用する。この場合において、同法第三十四条中「開発行為（主として第

二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）」とあるのは「都市

再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、「次の各号」とあるのは「第十

号又は第十二号から第十四号まで」と、同法第四十三条第一項中「第二十九条第一項

第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作

物を新設しては」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等（同条

の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。）を新

築しては」と、「同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」とあるの

は「住宅等」と、同条第二項中「第三十四条」とあるのは「都市再生特別措置法第九

十条の規定により読み替えて適用する第三十四条」とするほか、必要な技術的読替え

は、政令で定める。

第九十一条 特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、土

地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項及び第五十一条の九第二項の規定を適

用する。この場合において、これらの規定中「土地区画整理事業」とあるのは「土地

区画整理事業（施行区域の土地について施行するものを除く。）」と、「同法第四条第

十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは「都市再生特別措置法

第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する都市計画法

第三十四条第十号又は第十二号から第十四号まで」とする。

第九十二条 特定開発行為及び特定建築等行為については、居住調整地域を市街化調整

区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律（平成二十五年法律第五十五号）

第十三条第十項から第十二項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項

中「開発行為（同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。）」とあるのは「都市

再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、「、同法」とあるのは「、都市

計画法」と、同項及び同条第十一項中「第三十四条」とあるのは「都市再生特別措置

法第九十条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条」とする。

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）

第九十三条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二

百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都
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市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県

知事に代わって都市計画法第三章第一節の規定に基づく事務（以下「開発許可関係事

務」という。）を処理することができる。この場合においては、当該規定中都道府県知

事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとす

る。

２ 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、

これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。この場合に

おいて、町村の長にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。

３ 第一項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処理を

開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し

なければならない。

４ 第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法第

三十三条第六項、第三十四条第十一号及び第十二号、第三十四条の二、第三十五条の

二第四項、第四十三条第三項並びに第七十八条第一項、第三項、第五項、第六項及び

第八項の規定の適用については、同法第二十九条第一項に規定する指定都市等とみな

す。この場合において、同法第七十八条第一項中「置く」とあるのは、「置くことがで

きる」とする。

第九十四条 前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、幹線道

路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第十条の七第二項、地

域再生法（平成十七年法律第二十四号）第十七条の十二第二項、地域における歴史的

風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致

法」という。）第二十八条第二項並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業

の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成二十二年法律第六十七

号）第五条第八項、第十四条第二項及び第四十二条第二項の規定の適用については、

これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

２ 前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、幹線道路

の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項及び第十条の七第一項、地域再生法第十

七条の七第七項並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九項の規定の適

用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地域歴史的風致法第五条第四項

の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。

第三節 都市機能誘導区域に係る特別の措置

第一款 民間誘導施設等整備事業計画の認定等

（民間誘導施設等整備事業計画の認定）

第九十五条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業（当

該都市機能誘導区域に係る誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与す

る施設を有する建築物の整備に関するものに限る。）であって、当該都市開発事業を施

行する土地（水面を含む。）の区域（以下「誘導事業区域」という。）の面積が政令で

定める規模以上のもの（以下「誘導施設等整備事業」という。）を施行しようとする民

間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する

計画（以下「民間誘導施設等整備事業計画」という。）を作成し、国土交通大臣の認定
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を申請することができる。

２ 前項の認定（以下「誘導事業計画の認定」という。）の申請は、当該申請に係る誘導

施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」と

いう。）を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当

該民間誘導施設等整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土

交通大臣に送付するものとする。

３ 民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 誘導事業区域の位置及び面積

二 誘導施設の概要

三 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要

四 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となる

べき者

五 工事着手の時期及び事業施行期間

六 用地取得計画

七 資金計画

八 その他国土交通省令で定める事項

（民間誘導施設等整備事業計画の認定基準等）

第九十六条 国土交通大臣は、誘導事業計画の認定の申請があった場合において、当該

申請に係る民間誘導施設等整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、

誘導事業計画の認定をすることができる。

一 当該誘導施設等整備事業が、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上

で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市

の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 当該誘導施設等整備事業が、立地適正化計画に記載された第八十一条第二項第三

号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

三 誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並び

に公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

四 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該誘導施設等整備事業を

確実に遂行するために適切なものであること。

五 当該誘導施設等整備事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するた

めに必要なその他の能力が十分であること。

２ 国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該誘

導施設等整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者

（計画作成市町村であるものを除く。以下「公共施設の管理者等」という。）の意見を

聴かなければならない。

（誘導事業計画の認定の通知）

第九十七条 国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を

計画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事

業計画の認定を受けた者（以下「認定誘導事業者」という。）の氏名又は名称、事業施

行期間、誘導事業区域その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

（民間誘導施設等整備事業計画の変更）

第九十八条 認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業
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計画（以下「認定誘導事業計画」という。）の変更（国土交通省令で定める軽微な変更

を除く。）をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

２ 第九十五条第二項及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。

（報告の徴収）

第九十九条 国土交通大臣は、認定誘導事業者に対し、認定誘導事業計画（認定誘導事

業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）に係る誘導施設等整備

事業（以下「認定誘導事業」という。）の施行の状況について報告を求めることができ

る。

（地位の承継）

第百条 認定誘導事業者の一般承継人又は認定誘導事業者から認定誘導事業計画に係る

誘導事業区域内の土地の所有権その他当該認定誘導事業の施行に必要な権原を取得し

た者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定誘導事業者が有していた誘導事業計

画の認定に基づく地位を承継することができる。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、計画

作成市町村の意見を聴かなければならない。

（改善命令）

第百一条 国土交通大臣は、認定誘導事業者が認定誘導事業計画に従って認定誘導事業

を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業者に対し、相当の期間を定めて、

その改善に必要な措置を命ずることができる。

（誘導事業計画の認定の取消し）

第百二条 国土交通大臣は、認定誘導事業者が前条の規定による処分に違反したときは、

誘導事業計画の認定を取り消すことができる。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、計

画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しな

ければならない。

（民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務）

第百三条 民間都市機構は、第二十九条第一項及び第七十一条第一項に規定する業務の

ほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を

受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に要する費用の一

部（公共施設等その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範

囲内に限る。）について支援すること。

イ 認定誘導事業者（専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る。）に

対する出資

ロ 専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備される建築物及びそ

の敷地（以下この号において「認定誘導建築物等」という。）又は認定誘導建築物

等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物

等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対す

る出資

ハ 不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引（認定誘導建築物等

を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の

管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。）を対象とする同条第三項に規
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定する不動産特定共同事業契約に基づく出資

ニ 信託（受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘導建築物等の管

理及び処分を行うことを内容とするものに限る。）の受益権の取得

ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二 認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

２ 前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都

市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第

一項各号及び都市再生特別措置法第百三条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条

中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並

びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号

中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項（都市再生特別措置法第百三条第

二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。）」と、

「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第

十二条（都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）」とする。

３ 民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令

で定める基準に従って行わなければならない。

（民間都市開発法の特例）

第百四条 民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であっ

て認定誘導事業（誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。）であるものに

ついての同号の規定の適用については、同号中「という。）」とあるのは、「という。）

並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」とする。

第一款の二 都市再開発法の特例

第百四条の二 立地適正化計画に記載された市街地再開発事業の施行者（都市再開発法

第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この条において同じ。）は、当該立地適正

化計画に記載された誘導施設の整備に関する事業（第百十八条第一項の規定により指

定された都市再生推進法人が実施するものに限る。）の用に供するため特に必要がある

と認めるときは、同法第百八条第一項（同法第百十八条の二十四の二第一項において

準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、同法による第一種市街地再開発事業によ

り当該施行者が取得した同法第二条第九号に規定する施設建築物の一部等若しくは同

法第七条の十一第二項に規定する個別利用区内の宅地又は同法による第二種市街地再

開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第十号に規定する建築施設の部分を、

公募をしないで賃貸し、又は譲渡することができる。

第二款 土地区画整理法の特例

第百五条 立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者（土地区画整理法第

二条第三項に規定する施行者をいう。以下この条において同じ。）は、同法第八十六条

第一項の換地計画（以下この条において「換地計画」という。）の内容について同法第

二条第四項に規定する施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者（施行者が土

地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。）の全ての同意を得たとき
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は、同法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができ

る。この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しな

い。

第三款 駐車場法の特例等

（特定路外駐車場の設置の届出等）

第百六条 立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に関する事項に係る駐車

場配置適正化区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が

当該駐車場配置適正化区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して

市町村の条例で定める規模以上のもの（以下この項において「特定路外駐車場」とい

う。）を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前ま

でに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模その他

国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定め

る事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日

前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければ

ならない。

３ 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に

係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性及び安全性の

向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をす

ることができる。

４ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるとき

は、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。

（駐車施設の附置に係る駐車場法の特例）

第百七条 立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に関する事項に係

る駐車場配置適正化区域（駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二

項の地区の区域内に限る。）内における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二

第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とある

のは「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域（都市再生特別措置法第八十一条第五

項第一号に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。）の区域内に」と、同項

及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物

若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくは

その建築物の敷地内若しくは集約駐車施設（同項第三号に規定する集約駐車施設をい

う。以下同じ。）内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施

設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣

商業地域内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、同条第二項中「地

区内」とあるのは「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、同項及び同法第二

十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内

若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に

駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域

内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の駐車場配置適正化
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区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車

場配置適正化区域の区域内の」とする。

第四款 建築等の届出等

第百八条 立地適正化計画の区域内において、当該立地適正化計画に記載された誘導施

設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する

建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施

設を有する建築物とする行為を行おうとする者（当該誘導施設の立地を誘導するもの

として当該立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内においてこれらの行為を

行おうとする者を除く。）は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通

省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その

他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲

げる行為については、この限りでない。

一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行

為

四 その他市町村の条例で定める行為

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定め

る事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日

前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければ

ならない。

３ 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に

係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障がある

と認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、誘導施設

の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

４ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるとき

は、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取

得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第五款 特定用途誘導地区

第百九条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区

域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域（都

市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域（同号に掲げる工業専用地域を除く。）

が定められている区域に限る。）については、都市計画に、特定用途誘導地区を定める

ことができる。

２ 特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三

号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容

積率の最高限度

二 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっ

ては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
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三 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の

高さの最高限度

第四節 跡地等管理協定等

（跡地等の管理に関する市町村の援助等）

第百十条 第八十一条第八項の規定により立地適正化計画に跡地等管理区域及び跡地等

管理指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理指針に即

し、当該跡地等管理区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の適正な管理を行

うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

２ 市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理区域内の跡地等の所有者等が

当該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活

環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当

該跡地等管理指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。

（跡地等管理協定の締結等）

第百十一条 市町村又は都市再生推進法人等（第百十八条第一項の規定により指定され

た都市再生推進法人、都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理

機構（第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑

地管理機構」という。）又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備

機構（第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景

観整備機構」という。）をいう。以下同じ。）は、立地適正化計画に記載された跡地等

管理区域内の跡地等（緑地管理機構にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑

地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。）を適正

に管理するため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定（以下「跡地

等管理協定」という。）を締結して、当該跡地等の管理を行うことができる。

一 跡地等管理協定の目的となる跡地等（以下この条において「協定跡地等」という。）

二 協定跡地等の管理の方法に関する事項

三 協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項

四 跡地等管理協定の有効期間

五 跡地等管理協定に違反した場合の措置

２ 跡地等管理協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならな

い。

３ 跡地等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければな

らない。

一 立地適正化計画に記載された第八十一条第八項に規定する事項に適合するもので

あること。

二 協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。

三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであ

ること。

４ 都市再生推進法人等が跡地等管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、市

町村長の認可を受けなければならない。

（跡地等管理協定の認可）

第百十二条 市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当する
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ときは、同項の認可をしなければならない。

一 申請手続が法令に違反しないこと。

二 跡地等管理協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するも

のであること。

（跡地等管理協定の変更）

第百十三条 第百十一条第二項から第四項まで及び前条の規定は、跡地等管理協定にお

いて定めた事項を変更しようとする場合について準用する。

（都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例）

第百十四条 都市再生推進法人等が跡地等管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集

団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に

基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用につい

ては、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市再生特別措置法第

百十一条第一項に規定する都市再生推進法人等（以下「都市再生推進法人等」という。）」

と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、

同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。

（緑地管理機構の業務の特例）

第百十五条 都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構（同法

第六十九条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。）は、同法第六十九条各号に掲げ

る業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 跡地等管理協定に基づく跡地等の管理を行うこと。

二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

２ 前項の場合においては、都市緑地法第七十条中「又はニ（１）」とあるのは、「若し

くはニ（１）又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」とする。

（景観整備機構の業務の特例）

第百十六条 景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第

九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理協定に基づく跡地等の管理を行うこと

ができる。

２ 前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあ

るのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」とす

る。

第七章 市町村都市再生協議会

第百十七条 次に掲げる者は、市町村ごとに、都市再生整備計画及びその実施並びに都

市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化

計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会（以下この条

において「市町村協議会」という。）を組織することができる。

一 市町村

二 次条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人

三 密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街

区整備推進機構

四 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第六十一条第一項

の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
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五 景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した景観整備機構

六 地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史

的風致維持向上支援法人

七 前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国

土交通省令で定める特定非営利活動法人等

２ 前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、

関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間都市機構、当該

都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、又は都

市開発事業を施行する民間事業者、誘導施設又は誘導施設の利用者の利便の増進に寄

与する施設の整備に関する事業を施行する民間事業者（次項において「誘導施設等整

備民間事業者」という。）その他まちづくりの推進を図る活動を行う者を加えることが

できる。

３ 誘導施設等整備民間事業者であって市町村協議会の構成員でないものは、第一項の

規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる者に対して、自己を市町村協議

会の構成員として加えることを申し出ることができる。

４ 前項の規定による申出を受けた第一項各号に掲げる者は、正当な理由がある場合を

除き、当該申出に応じなければならない。

５ 市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、第四十六条第二項第

二号イからヘまでに掲げる事業（これらの事業と一体となってその効果を増大させる

こととなる事業等を含む。）を実施し、又は実施することが見込まれる者、都市再生整

備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理者及び第八十一条第二項第

四号イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれる者に対し

て、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

６ 市町村協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対

しても、必要な協力を依頼することができる。

７ 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議

会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

８ 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議

会が定める。

以下略
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○都市再生基本方針：平成14年7月19日閣議決定

最近改正 平成28年8月24日

我が国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競争力を高め、都市再生を

実現するためには、官民の関係者が総力を傾注することが重要である。政府は、都市再

生におけるこのような取組の共通指針として、都市再生基本方針（以下「本方針」とい

う。）を定める。

第一 都市再生の意義及び目標に関する事項

１ 都市再生の意義及び目標

（都市再生の意義）

都市は、人々の生活や経済活動等の場を提供する我が国の活力の源泉であり、よ

り快適に生活できる場の提供等により都市の魅力を高めるとともに、資本や人材等

を呼び込み、立地する産業の国際競争力を向上させる都市再生を的確に推進してい

くことは、国民生活の向上や経済の活性化等の観点から重要である。

都市再生は、50年後、100年後の我が国の都市の姿、国の姿を形作るものであるこ

とを踏まえ、中長期的視点に立って、幅広い視野の下、推進していくことが重要で

ある。

我が国は、少子高齢化の進展により、長年続いた人口増加が人口減少へと転換し、

高齢者単身世帯及び高齢者夫婦世帯を中心に、高齢者人口が急増していく中で、高

齢者が安心して生活し活躍することができる社会、かつ、誰もが子どもを生み育て

ることのできる社会を構築することが大きな課題となっている。

また、アジアの新興諸国の急速な経済成長を背景として、国際的な競争が激化す

る中、我が国経済は長年にわたり低迷し、新たな需要と雇用を生み出す成長産業の

育成等が求められている。

このように、我が国の社会・経済が大きな転換期を迎えていることを踏まえ、新

たな方向性の下に都市再生を進めることが極めて重要である。さらに、今後発生が

想定されている東海地震、南海トラフ地震、首都直下地震等による大規模災害に備

え、東日本大震災をはじめとする災害における経験から得られる教訓をいかした国

土強靱化の推進が求められており、今後の我が国における都市再生の実現と併せて

都市の防災に関する機能を確保することが重要である。

（地域の知恵を結集した中長期的な都市構想・戦略の共有）

都市再生の推進に当たっては、地域の住民、民間企業、ＮＰＯ、地方公共団体等

が連携し、地域が目指す都市の姿やそれを実現するための都市再生の進め方につい

て、地域の知恵を結集して具体性の高い中長期的な都市構想・戦略を確立し、共有

することが重要である。

この際、活用可能な資源、直面する課題等は、地域により様々であることを踏ま

え、地域特性を踏まえた都市構想・戦略を確立する必要がある。
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（都市の基本的構造の在り方）

我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景と

して、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現する

こと、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすること、低炭素型

の都市構造を実現すること、災害から人命を守ること等を推進していくため、都市

の基本的構造の在り方について見直しを行い、コンパクトな都市構造へと転換して

いくことが重要である。

具体的には、一定区域内の人口密度を維持するとともに、医療・福祉施設、商業

施設や住居等がまとまって立地し、あるいは、高齢者をはじめとする住民が公共交

通により医療・福祉施設や商業施設等にアクセスできるなど、日常生活に必要なサ

ービスや行政サービスが住まい等の身近に存在する「多極ネットワーク型コンパク

トシティ」を目指すことが重要である。

その際、都市の外延化を規制的な手法により抑制するだけでなく、誘導的な手法

により積極的にコンパクトな都市構造へ転換していくという考え方に基づいて、都

市機能を集約するとともに、必要に応じ、都市外延部の自然再生等を進めていく。

また、需給バランスに配慮し、中心市街地など都市の中心部や駅周辺等において都

市機能の回復を戦略的に進める。

（経済活動を支える都市）

都市は、我が国の経済活動の中心である。我が国経済の持続的発展のため、経済

活動に関連するコストの低減や企業の集積メリットの実現等を通じ、都市に立地す

る産業の競争力の向上等を進めるとともに、地域資源の有効活用により地域に根ざ

した産業を育成する都市環境を整備し、需要や雇用を創出していく必要がある。

（安心して快適に生活できる都市）

住まい、職場、医療・福祉施設、子育て施設、教育・文化施設、商業施設等を近

接して立地させることで、誰もが安心して子どもを生み育てることができ、高齢者

が暮らしやすい環境を形成する。さらには、今後人口の増加する高齢者が自然と外

出してまちを歩き、健康な生活を送り社会的にも隔離されない環境を形成する、い

わゆる「スマートウェルネス住宅・シティ」の考え方に立って、女性や高齢者の社

会参画を容易にすることが必要である。

人々がまとまって住まうことにより、近隣住民のきずなを深め、コミュニティの

力が維持・向上するとともに、商業施設や住宅等の資産価値が維持されやすいまち

となることが見込まれる。

また、犯罪、交通事故など都市生活におけるリスクをできる限り抑制することが

重要である。

（持続可能な経営ができる都市）

コンパクトな都市構造を実現することで、経済的には、居住者やビジネスパーソ

ン同士のコンタクトを容易にし、経済活動の効率性を高めることが期待される。ま

た、人口の集積を背景にして、商業、医療・福祉、公共交通等に関するビジネスの

事業環境が整うことにもなる。このように地域においてビジネス環境が整うことは、
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地域外から流入した民間資金が地域外に流出せず地域内で循環することにもつなが

り、地域の活性化に資するものである。

財政的には、適切なサービス水準を維持しながら、公共施設等の維持管理・更新

費を縮減することや、既存の都市施設・公的不動産や既存宅地などの都市インフラ

等を活用することにより都市経営コストを縮減することが重要である。また、住民

が健康な生活を少しでも長く楽しめるようにまちづくりに取り組むことにより、健

康増進が図られるものである。

（魅力ある美しい都市）

都市が長年にわたり育んできた文化、歴史、自然等を継承するとともに、新たな

文化的価値の創造・発信や緑地や水辺等の整備により、就労、生活する人々だけで

なく、観光客を始めとする都市を訪れる人々にとっても魅力ある美しい都市を整備

することが重要である。また、コンパクトな都市構造と併せて郊外部における緑地

や農地を活用するなど「都市と緑・農の共生」を目指すことが重要である。

（災害に強い都市）

東日本大震災における経験から得られる教訓を踏まえ、大規模な地震、津波、集

中豪雨等の自然災害等が発生した場合における都市の人的・経済的被害等を最小化

し、都市機能の停止・低下等による被災地域の住民等への負担を抑制するとともに、

我が国の経済・社会全体に与える負担を最小限とするための措置があらかじめ十分

に講じられた、災害に強い都市づくりを推進することが重要である。また、地域の

災害の経験と発生のリスクを踏まえて、災害に強いコンパクトな都市構造を具体化

していくことが重要である。

（環境負荷の小さい自然と共生した都市）

都市における経済活動や人々の暮らしは、国際的に削減が求められている温室効

果ガスの排出のほか、廃棄物の排出、大気、水、土壌の汚染等の環境負荷の増大や、

生物多様性の損失、ヒートアイランド現象の進行等を引き起こすことを踏まえ、都

市のコンパクト化とエネルギーの効率的な利用を通じて、環境負荷が小さく、エネ

ルギー利用が合理的な都市を目指すとともに、生物多様性の保全等を通じ、自然と

の共生を図ることが重要である。

２ 大都市における都市再生の意義及び目標

（国全体の成長を牽引する大都市）

国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる産業の育成を担う

三大都市圏等の大都市は、経済活動に必要な資金、人材、技術等の集積を通じて、

我が国の経済活動等の中核としての役割を果たすものである。

特に、近年は、資金、人材等が国境を越えて大きく動く環境の中、こうした資金、

人材等の確保をめぐり、ソウル、シンガポール、上海、天津、香港等のアジアの都

市間での競争が激化しており、その中で、急成長を続けている都市が、その国全体

の経済を牽引するエンジンとなっている事例もみられる。

我が国においても、国の成長の牽引役としての大都市の再生を推進し、資金、人
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材等を呼び込み、企業活動を集積させることを可能とするような機能・環境を整備

する必要がある。

こうした都市の機能の高度化は、ビジネスパーソン同士のコンタクトを容易にす

ること等により第三次産業の効率性を向上させるほか、物流コストの低減等により

第二次産業の効率性も向上させる。

また、羽田空港の国際化や関西国際空港の完全24時間化、主要港湾の機能強化等

による大都市と海外の都市とのヒト・モノのアクセスの向上がその他の都市と海外

の都市とのヒト・モノのアクセスの向上につながる等、大都市の再生は、新たな需

要や雇用の創出及び大都市と地方都市等との間の交流等を通じ、地方部も含め、経

済の活性化や国民生活の向上に幅広く寄与する。

（質の高い生活のできる大都市）

都市は経済活動の場であると同時に、都市で働く人々も含む、人々の生活の場で

ある。このため、大都市に立地する産業の競争力の強化に併せて、国際的にみて質

の高い生活環境を確保することが重要である。この際、特に大都市における企業等

の集積のデメリットをできる限り抑制することが重要である。

大都市は、高齢者人口の増加が、増加数、増加率のいずれの面でも、今後急激に

起こる地域である。また、経済成長期の大都市への人口流入に対応して整備された

大規模ニュータウン等においては、高齢者人口が特に急増している。このため、今

後急増する高齢者が安心して快適に暮らせるよう、医療や福祉等の生活サービス機

能を、高齢者がアクセスしやすいエリアで強化するなど、都市での生活を支える環

境を整備していくことが必要である。

（災害に強い大都市）

人口や各種機能等が集中し、我が国の経済活動等の中心である大都市は、大規模

災害に見舞われた場合、甚大な人的・経済的被害の発生に加え、当該都市の機能の

停止・低下により、我が国経済の成長に大きな悪影響をもたらすおそれがある。こ

うした事態を防ぐ観点から、東日本大震災における経験から得られる教訓を踏まえ、

人口・機能等が集中している大都市の特性が、大規模災害が発生した場合における

甚大な人的・経済的被害等につながらないようにすること、また、大規模災害が発

生した場合においても、基本的な都市機能ができる限り安定的に継続して確保でき

るようにすることに特段の配慮をすることが必要である。

（大都市に集中した環境負荷の低減）

温室効果ガスの排出源や自動車交通による大気汚染等の環境負荷が大都市に集中

していることを踏まえ、大都市における都市再生の推進に当たっては、環境負荷の

低減に特段の配慮をすることが必要である。

第二 都市再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針

１ 都市再生に取り組む基本姿勢

都市再生を重点的に実施するため、以下の基本的方針に沿って対象地域、対象分
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野などを特定し、優先順位を付けて関係府省が施策を集中する。この際、地域の実

情に最も精通した住民、ＮＰＯ、民間企業、地方公共団体等の連携の下で立案され

た、地域の資源や知恵を地域の自立や活性化に向けて最大限活用する包括的・戦略

的な計画を、「選択と集中」のコンセプトの下、集中的に支援する。

また、都市再生に関する施策は、様々な政策分野に関連することを踏まえ、関係

府省は、縦割りを排して密接に連携し、地域の状況に応じて、大胆な規制・制度改

革、税制、財政、金融上の措置等を効果的に組み合わせ、地域の創意に基づく取組

を総合的に支援する。特にコンパクトな都市構造への転換を図る場合においては、

公共交通関連施策や中心市街地活性化施策などの施策との連携が重要である。

さらに、支援の対象とする計画の各プロセスにおいて、第三者の目を入れた客観

的な基準に基づく評価を実施し、計画や関連する施策の充実や施策間の整合性の確

保等につなげることが重要である。

また、都市再生に関する施策の推進に当たっては、都市とその周辺地域との間で

のヒト・モノ・カネの交流・連携を通じ、地域間の共生を促す視点も重要である。

２ 都市再生に関する施策の基本的方針

（関係者との連携）

都市再生に関する施策の推進に当たっては、地方公共団体との連携に加え、ＰＦ

Ｉ、ＰＰＰ等の手法を活用した社会資本ストックの整備、維持管理等に関する民間

事業者との連携により、その知恵と資金を活用することが重要である。

また、地域において様々な分野で活動するＮＰＯ等とも積極的に連携するなどの

きめ細かな施策の展開を図るものとする。

このため、多様な関係者の合意形成を図る観点から、都市再生を推進する都市再

生緊急整備協議会や市町村都市再生協議会等を活用することや、都市再生推進法人

を活用してエリアマネジメントに取り組むことなどが重要である。

さらに、地域からの地域活性化等に関連する様々な相談に一元的に対応するとと

もに、国の施策に関する地域のアイデア等を積極的に受け止め、国と地域との密接

な対話を通じて、関連する施策の改善につなげていくことが重要である。さらに都

市再生に係るノウハウの提供等により、各地域においてまちづくりを担う人材の育

成支援や専門技術者不足の補完を行う必要がある。

（都市のコンパクト化の推進等）

第一に、住まい、医療・福祉施設、子育て施設、教育・文化施設、商業施設、駐

車場等の立地や公共交通ネットワークの形成を含め、都市全体の観点から都市のコ

ンパクト化を推進していくことが重要である。これによって、地域産業の成長・雇

用の維持創出のための投資等の土俵がつくられることとなる。

第二に、既存の施設やインフラを活用することを重視しながら、民間の施設や住

宅等の再配置を進めることが重要である。

第三に、民間を主たる対象にして立地再編を進めていく以上、また、従来の都市

計画による規制的な手法をより実効的に使っていくためにも、誘導的な手法を活用

することが重要である。その際、民間の事業者や住民が、目指しているまちの姿に

向けて自然と投資をしていくような誘導策をとることが重要である。具体的には、
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事前明示性のある誘導策に沿って、民間の事業者や住民が投資等を行っていくと中

期的に目指しているまちの姿に徐々に近づいていくというプログラム的手法を推進

していく。

第四に、都市のコンパクト化は、市町村が地域の実情に合わせて、自ら主体的に

考え、創意工夫をし、住民が事業者等と議論を重ねて取り組んでいくことが重要で

ある。一方で、隣接市町村等の影響を受けることもあることから、都道府県は、コ

ンパクト化に取り組む市町村がその目的を達成できるよう、広域的な観点から調整

を図ることが重要である。

第五に、都市のコンパクト化の取組は決して容易なものではないことから、モデ

ルとなる事例を築き、それを波及させていくことが求められる。モデルとなる事例

の育成ととともに、その調査、分析、普及に取り組むとともに、コンパクト化の評

価方法の改善に努める。

このような方針の下、具体的には、各地域の人口動態等の見込みを踏まえつつ、

公共公益施設、医療・福祉施設、教育・文化施設、商業施設、駐車場等の適正な立

地の促進、一定のエリアへの居住の誘導、歩きやすい空間の整備、十分なサービス

水準を持つ公共交通のネットワークの形成、生活支援サービス等と一体となった高

齢者向け住宅の供給、既存住宅の流通、リフォーム市場の整備や定期借家制度の普

及等を通じた既成市街地の空家等の活用、既存宅地における空地等の有効活用、市

民農園の整備や生産緑地地区の指定等による都市農地の保全、都市縁辺部の農地・

林地等の宅地開発の抑制、需要が見込まれない低未利用地の自然再生、地下空間の

有効活用等を推進することにより、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現

を図る。

（産業の競争力を向上させる環境整備）

都市に立地する産業の競争力の向上や地域資源をいかした産業の育成を図る観点

から、都市の将来の産業構造を的確に見据え、コンパクトな都市構造へ転換してい

く上で産業立地のあり方にも配慮しながら、土地利用に係る計画の的確な見直し等

を進めるとともに、都市機能の高度化が特に必要な都心部や駅周辺等においては、

思い切った規制・制度改革の活用等による土地利用の高度化を進める必要がある。

また、他都市との間のヒト・モノの移動を容易とし、産業の集積に寄与する道路、

港湾、投資効果の高い大都市圏の空港等の整備を戦略的に推進するとともに、都市

内の移動を円滑化するために必要となる公共交通機関、道路等の整備を進める。

また、公共交通の発達、オフィスビル等の利用形態の変化等に応じて、都心部に

おける開発に伴い駐車場や地下通路等の空間整備が適切に行われるよう、都市にお

ける移動人口の実態を調査し、都市開発に伴う空間整備について指針化を進める。

さらに、既存道路の上下空間の民間開放、交通管制の高度化による交通渋滞の解

消等地域の産業の成長への貢献の観点から都市インフラの効率的かつ柔軟な維持・

管理を推進するとともに、都市の産業を担う人材を呼び込む質の高い生活環境を整

備する。

加えて、都市インフラの整備に関する施策に偏ることなく、都市に立地する企業

等の間での連携の促進、ベンチャー等の新たな起業の支援、工場立地に関する手続

の円滑化など将来成長が期待される産業の立地を促進するための支援等の産業関連
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の施策、情報通信技術の利活用の促進等の情報通信技術関連の施策等も含め、都市

の産業を支える機能を高めるための総合的な施策を推進することが重要である。

（質の高い生活を確保するための諸機能の整備）

子どもから高齢者まで、都市に暮らす人々が質の高い生活を送れるよう、良質な

住宅の供給の促進、商業、教育、医療、福祉、保育、文化、レクリエーション等生

活を支える諸機能の適切な配置、鉄道駅と自由通路や駅前広場等が一体となった交

通結節施設の整備等を通じた都市内の交通ネットワーク整備、緑地の保全及び緑化、

高度浄水処理施設の導入等による安全でおいしい水の確保等を推進する。

この際、都市のコンパクト化の必要性を踏まえつつ、地域における需要の中長期

的見通しに照らして、ライフサイクルコストの観点も重視しつつ、住宅・建築物、

道路、公園、上下水道、河川等の公共施設、公共交通機関等の既存ストックの有効

活用を図り、必要に応じストックの更新・充実を円滑に進めていくことが必要であ

る。

さらに、高齢者・障がい者等も含め、あらゆる人々が都市において安心して生活

できるよう、住宅・建築物、公共交通機関、道路、信号機、公園等のバリアフリー

化を積極的に推進する。特に、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

を契機として、今後、より高い水準のユニバーサルデザイン化や心のバリアフリー

を進めていく。

また、都市の中心部ににぎわいをもたらす観点から、中心市街地の活性化や街な

か居住の促進等を推進する。

（医療・福祉サービスの的確な提供等）

今後の高齢者人口の増加に対応し、地域の医療、介護等の担い手の連携による医

療、介護、健康関連サービスのネットワーク化を、施設におけるサービスと訪問型

のサービスが効率的に提供されるよう進める。その際、今後我が国と同様に高齢化

の進展が予想されている他のアジア諸国でも展開可能なノウハウの蓄積を図ること

にも留意が必要である。

また、健康増進のための活動に取り組みやすい環境の整備を進め、病気や寝たき

りの防止等を通じ、医療・介護コストの低減につながるまちづくりを推進する。

（急激に高齢化が進展するニュータウン等の再生）

高齢者の割合及び人数が急速に増加している経済成長期に建設された大規模ニュ

ータウン等では、医療・福祉サービスの的確な供給、コミュニティの再構築等を特

に重点的に実施する必要がある。

（子どもを生み育てやすい環境の整備）

誰もが安心して子どもを生み育てられ、子育てしながら働くことのできる環境を

整備するため、駅やその周辺等の利用しやすい場所における保育所等の設置等によ

る保育所待機児童の解消、幼児教育、保育の総合的な提供、子育て支援・ネットワ

ークの充実、子育てバリアフリーの推進、職住近接で子育てしやすい街なか居住の

推進、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給の促進等が必要である。
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（犯罪等の起きにくいまちづくりの推進）

防犯カメラの整備、防犯ボランティア活動の活性化、住宅の防犯性能の向上等を

積極的に推進することにより、犯罪の起きにくいまちづくりを進めるとともに、歩

道整備による安全・安心な歩行空間の創出等の交通安全施設の整備等により、都市

における交通事故の抑止を図る。

（魅力あるまちづくりの推進）

観光による地域の活性化にも資する美しく魅力あるまちづくりを推進するため、都

市に継承された文化・歴史をいかした良好な都市景観の形成、特色ある文化芸術の

活用・創造・発信及び担い手の育成、街のにぎわいの創出、都市公園の整備、都市

に残る貴重な緑地の保全及び緑化等を推進する。

また、観光による交流のポテンシャルの高い地域においては、地域の観光資源の有

効活用に向けた地方公共団体、民間事業者、ＮＰＯ等の連携を強化しつつ、観光に

関連する規制・制度改革等や、滞在型観光が可能な広域的な観光地の形成、国内外

への都市の観光魅力に関する情報発信等を推進する。

（災害に強いまちづくりの推進）

＜基本的考え方＞

東日本大震災における経験から得られる教訓を踏まえ、大規模災害が発生した場

合における被害を最小化するとともに、被災後の住民等への負担を最小限とするた

めの施策を、他の都市再生に関連する施策とも連携をとりつつ、総合的に推進する

とともに、原子力発電施設における事故に係るものも含め、東日本大震災から得ら

れる教訓に関する検証を各分野において進め、その検証結果を関連する施策の充実

にいかしていくことが重要である。

＜人的被害等の最小化＞

東日本大震災において甚大な被害をもたらした津波をはじめとする大規模災害に

よる人的・経済的被害等を最小化するため、防災関連のインフラ整備等のハード面

の対策のみに頼ることなく、ハード面の施策とソフト面の施策とを柔軟に組み合わ

せ、大規模災害に対して多重的に防御していくことが重要である。

こうした考え方のもと、ハード面の対策としては、津波等に備えた海岸保全施設、

より安全性の高い場所への避難を可能とする津波避難ビル等の避難施設、防災拠点

施設や避難路等の整備に加え、住宅・建築物、交通関連施設、上下水道施設等の耐

震化、避難、延焼防止や救護・復旧復興活動に有効な道路、公園等の整備や大街区

化、道路の無電柱化、行政施設、医療施設、学校施設、警察施設等地域の拠点施設

や老朽化し安全性等の面で問題を抱えるオフィスビル・マンション等の更新、密集

市街地の防災性の向上、地下施設の防災性の向上、総合的な浸水対策等を長期的か

つ広域的な戦略のもと、効率的に進める必要がある。また、移動が容易でない高齢

者・障がい者等が多数居住する施設や避難施設として大きな役割を果たす学校施設

等を中心に、津波等の災害のリスクの高いエリアへの立地を抑制するための対策を

講じることが重要である。コンパクトな都市構造への転換を図る場合においても、
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生活サービス機能等の集約立地という観点と防災の観点とが整合するよう努めなけ

ればならない。

さらに、東日本大震災で大きな被害をもたらした、宅地等の地盤の液状化や大規

模造成宅地における土砂流出等についても、被害を抑制するための対策を充実させ

ることが必要である。 また、ソフト面の対策としては、東日本大震災において、

避難時の的確な対応が大きな人的被害の抑制につながったことを踏まえ、ハザード

マップや多言語表記による避難誘導サインの充実や防災教育等の実施により、自助

の考え方のもと、できる限り安全性の高い場所へと避難することの重要性等への理

解を深める等住民の防災意識の向上を推進する。さらに、結びつきの強い地域コミ

ュニティが災害時における人的被害の低減や被災後の生活支援においても大きな役

割を果たすことを踏まえ、高齢者も含め多様な世代がコミュニティ活動に参加しや

すい環境の整備等を通じて、地域コミュニティの強化を図ることが重要である。

こうした災害による直接的な人的被害を最小化するための施策に加え、災害発生

時に被災者に対して機動的に医療サービスが提供等できるよう、災害医療の支援機

能を有し、24時間対応可能な救急体制を確保する災害拠点病院の機能充実等を進め

ることが重要である。

また、都市開発事業等を通じた都市再生の推進により、耐震性能や耐火性能の向

上など災害に強いまちづくりが進められてきた一方、東日本大震災の発生時におい

て首都圏のターミナル駅周辺等に大量の帰宅困難者が発生したことなどにより、大

規模災害が発生した場合に都市機能が集積した地域で滞在者等の安全を確保する必

要性に対する意識が高まっていることを踏まえ、都市再生の推進に際し、併せて滞

在者等の安全の確保に係る都市の防災に関する機能の充実を図っていくことが重要

である。

＜都市機能の停止・低下等の抑制＞

東日本大震災において、ライフラインの寸断が被災地域の住民等の生活に甚大な

影響をもたらした経験を踏まえ、災害時のライフライン等の損傷が都市全体の機能

に与える影響が最小限に抑制され、災害時においても自立的に都市機能が継続され

る都市づくりを進めることが重要である。また、災害時での機能継続が特に重要な

行政施設、医療施設、学校施設、警察施設等地域の拠点施設については、地域の実

情を踏まえた耐震性の向上、自家発電機の利用や再生可能エネルギーの活用等によ

る自立・分散型エネルギー源の確保、非常時の通信手段の確保、各種物資の備蓄等

を重点的に進めることが重要である。さらに、災害時におけるこうした拠点施設と

のアクセスを確保するため、交通関連施設の防災対策の充実、緊急輸送道路の整備

を進めることが重要である。

また、災害発生時に都市において的確な応急対策、災害復旧等が行われるよう、

東日本大震災における経験から得られる教訓を踏まえ、地域レベルでの災害対応・

事業継続に関する計画等について、より具体性の高いものを整備するとともに、地

域における災害リスクに関する情報分析・提供等を通じて、地域の企業等による事

業継続計画の策定を促すことが重要である。さらに、迅速な復旧・復興につながる

地籍整備を促進することが重要である。

また、災害時においても、被災地域への物資の提供、人員等の輸送、情報の収集
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・発信、エネルギー等の供給ができる限り円滑に行われるよう、交通網、情報通信

網、エネルギー供給網等のライフラインについて、防災対策の充実、代替性・多様

性の向上、体制の整備を行うことが重要である。

さらに、大規模災害が被災地域の企業の経済活動に甚大な影響を与えるリスクを

軽減するため、保険の活用を促すとともに、災害リスクに関する情報分析・提供等

を通じて、リファイナンスの頻度の少ない長期資金や災害リスクの低減のための金

融的手法を活用しやすい環境の整備を進めることが重要である。

＜都市間の連携＞

東日本大震災においては、あらかじめ締結された協定に基づくものも含め、被災

を受けていない都市から、被災地域に対して行われた、物資の提供、ボランティア

活動に係る支援、関係機関のペアリング（組み合わせ支援）による地方公共団体職

員等の派遣、被災者に対する居住の場の提供等が進められ、被災者の生活支援に大

きな役割を果たした。また、その際、被災した太平洋側ルートを代替した日本海側

ルートが大きな機能を果たした。

こうした経験を踏まえ、災害時において被災を受けた都市に対して、被災を受け

なかった都市による支援が機動的に行われるよう、災害協定の締結、災害発生時の

対応に関する知見・知識の共有等による都市間の連携体制の強化を進めるととも

に、これを支える広域的な基幹ネットワークの整備・多重化を推進することが重要

である。

また、東日本大震災が、東北地方に部品の製造拠点が集中している生産物のサプ

ライチェーンに大きな影響を与えたケース等のように、特定の地域の広域的災害が、

当該地域を超えた多大な影響を与えるリスクを勘案し、各種機能について、拠点と

なる施設の防災性の向上を図るとともに、同一圏域内に存しない都市間の連携のも

と分担させる枠組みについても、各分野において検討を進める必要がある。

（環境負荷の低減と自然との共生）

低炭素社会の実現を図るため、低炭素化の観点から都市計画の見直しを推進し、

求心力のあるコンパクトな都市構造への転換を促す。また、老朽化したオフィスビ

ル等の規制・制度改革等を通じた低炭素型への更新、民間投資を誘導するための環

境整備等を通じた住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー／ゼロエミッション化、

環境教育に活用できるエコスクールの整備、公共交通機関の利用の促進、自転車道

の整備等自転車利用の促進、快適な歩行空間の整備、地域冷暖房等による効率性の

高いエネルギーの面的な利用の推進、都市の未利用エネルギーの利用、太陽光、太

陽熱、風力等の再生可能エネルギーの活用、スマートグリッドの導入、熱エネルギ

ー利用の推進、新交通管理システムの整備等による自動車交通の円滑化・需要抑制、

緑地の保全及び緑化、市民農園の整備や生産緑地地区の指定等による都市農地の保

全、環境配慮型の公共インフラの整備等を積極的に推進する。さらに、充電施設の

整備等を通じ、環境負荷の小さい電気自動車等の利用を促進する環境を整備する。

併せて、低炭素社会の実現に向けたライフスタイルの転換を促進する。これらの推

進・整備により、スマートコミュニティの構築を図る。

また、温室効果ガスの排出抑制に加えて、地域に与える環境負荷の低減を図るこ



- 31 -

とも重要であることから、廃棄物の発生抑制、循環的利用、適正処分の推進、緑地

や水辺の保全、再生、創出等による生物多様性の保全、良好な大気・土壌環境の保

全、都市内の水資源の循環利用の促進、下水処理技術の向上等による良好な水環境

の保全、ヒートアイランド対策等により、都市から発生する環境負荷の低減及び自

然との共生を推進する。

この際、温室効果ガスの排出削減・吸収量のクレジット化その他の仕組みの一層

の活用について検討を進め、大都市と地方都市等とで総体として環境負荷の低減が

図られるよう取組の連携を推進することにより、効率的に対策を行うことが重要で

ある。

さらに、我が国の優れた環境関連技術をモデル的な都市へと集中投入することに

より、未来に向けた環境関連技術に関して世界トップクラスの成功事例を作り出し、

これらの技術の国内外への普及展開を図る。

（安定的な民間都市開発推進のためのファイナンス環境の整備等）

都市機能を今後とも維持・高度化していくためには、金融市場の状況に大きく左

右されることなく、都市開発に対する民間投資が持続的かつ円滑に行われることが

必要である。

このためには、都市開発に関連する様々なニーズに対応した資金供給が、バラン

スのとれた形で行われ、不動産の流動化が促進されることが重要である。

特に、いわゆるリーマンショックによる国際的な金融市場の混乱の中、キャッシ

ュフローが安定し、損益面も黒字が確保されているＪリートにおいても資金繰りが

逼迫したこと、ミドルリスク資金の供給の縮減に伴い不動産投資市場全体が縮減し

たことを踏まえ、リファイナンスを必要とする頻度の少ない長期の資金や確保が困

難なミドルリスク資金について、安定的に資金供給が行われる環境の整備を進める。

この際、年金基金や個人資産等の国内の資金の積極的活用と併せて、長期資金の

供給を積極的に行っている海外の投資家の資金の導入を促進することが重要であり、

海外投資家による投資を円滑化するための環境を整備する。

さらに、未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復興に当たっては、公的

主体及び民間主体の双方において、多額の資金が必要とされることから、今後、都

市開発に係る資金に関する需給がより逼迫した状況が継続していくことが見込まれ

ることを踏まえれば、インフラ整備や都市開発事業等におけるＰＦＩ、ＰＰＰ等の

手法の積極的活用に加え、長期の資金等の安定供給のための環境整備の取組を強化

していくことが必要である。

また、民間にできることは民間に委ねるとの考えの下、都市再生を支える資金の

供給は民間によるものを基本とするが、民間による供給が困難と考えられるミドル

リスクの資金供給の分野においては、公的な枠組の下での資金の供給も進める必要

がある。さらに、社会資本整備の分野においても、ＰＦＩ事業等に対し民間資金が

より円滑に供給される環境の整備を進める必要がある。

加えて、民間都市開発の持続的推進のためには、Ｊリート等の安定稼働に移行し

た不動産を購入できる主体についても円滑に資金供給が行われることが必要であり、

投資家のニーズに沿った的確な情報提供・商品開発を促進すること等により、不動

産投資市場の活性化を図る。
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こうした民間都市開発に対する資金供給に関する施策と都市計画に関する規制・

制度改革、税制、コンパクトな都市構造への転換のための施策、老朽化・遊休化し

た不動産の再生のための証券化手法の整備、民間都市開発を支えるインフラの整備

等その他の民間都市開発を促進するための施策との一体的推進により、民間都市開

発を促進することが重要である。

また、不動産取引に関する信頼性の高い情報の供給を通じて、国内外からの投資

が促進される不確実性が低く透明性の高い市場の枠組を整備するため、土地の境界

を明確化する都市における地籍整備の緊急かつ計画的な促進を図るとともに、不動

産取引価格情報の収集・提供の充実、不動産鑑定評価の透明性・信頼性の向上、不

動産価格に係るインデックスの導入の検討等を推進する。さらに、民間都市開発に

関連する諸手続（建築確認手続等）や行政による意思決定について、できる限り迅

速化を進める必要がある。また、土地利用の高度化等の必要性が高いエリアでの民

間都市開発をより効率的に進める観点から、関係者との権利調整を円滑に進める方

策について検討する必要がある。

（情報通信技術の利活用の促進等による都市機能の高度化）

産業、医療・介護、教育等都市で行われる様々な活動において、業務プロセスの

改善等による立地企業の生産コストの低減が実現するよう、必要となる情報通信技

術に関するインフラの整備を進めつつ、情報通信技術の利活用を促進することが重

要である。

３ 大都市における都市再生に関する施策の基本的方針

（国際競争力の強化のための環境整備）

将来我が国経済を牽引することが期待される産業が育成され、また、グローバル

に業務を展開する企業のアジア地域の拠点等の立地が促進されるよう、「選択と集中」

のコンセプトの下、新たな需要や雇用を生み出すポテンシャルの高いエリアを中心

に、以下の施策を総合的かつ重点的に実施することにより、経済活動の効率性を高

める環境の整備を進める。

・グローバルに業務を展開する企業の拠点にふさわしい都市環境を整備するため、

土地利用に関する思い切った規制・制度改革等も活用しながら、多様なサービス

機能を備え環境にも配慮したオフィス環境の整備、再開発等による低未利用地の

土地利用転換、複数の街区に細分化された土地の集約・整形による大街区化、立

体道路制度の活用による道路の上空利用、思い切った土地利用の高度化、拠点性

を創出する景観形成等を推進する。

・国際競争力の強化、防災性の向上、都市景観の改善等の観点から、地域住民の生

活に配慮しつつ、大街区化を進めていくことが重要である。都市再生特別地区制

度を活用した既存道路等の上空利用を含む大街区化を行うに当たっては、市町村

マスタープランに大街区化を含む地域全体のまちの姿や整備方針を描くなど、単

なる個別開発に終始しないよう進めていくことが重要である。

・グローバルに業務を展開する企業等の活動を支える国内の高度人材の育成を進め

るとともに、グローバルに業務を展開する企業等が業務を進める上で必要となる

情報の提供等を行う機能の整備を推進する。
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・羽田空港の24時間国際拠点空港化、首都圏空港を含めた徹底したオープンスカイ

の推進、関西国際空港の再生、国際空港の容量拡大、ポスト・パナマックス船対

応の国際コンテナ・バルク戦略港湾の整備、空港、港湾と公共交通機関、道路等

とによる合理的なネットワークの形成、環状道路の整備等により、海外の都市と

の間のヒトやモノの移動に係るコストの低減等を図る。

・大都市における主要な港湾のうち、我が国の産業の競争力を支える観点から特に

京浜港及び阪神港は、欧米向けの基幹航路の維持等を図ることが必要である。こ

のため、「選択と集中」の考え方の下、国と地方公共団体の政策の整合の確保を図

りつつ、これらの港湾への政策資源の集中を進めるとともに、効率性を阻害し必

要性の低い港湾利用に関連した規制・制度改革等を推進し、コストの低減やサー

ビスの向上等を通じて、これらの港湾に国内外の貨物が集約される環境を整備し

ていくことが重要である。この際、港湾の競争力は、港湾自体の機能や経営効率

化等だけでなく、当該港湾に関連する内航、鉄道、道路、産業等様々な外部要因

が大きく影響を与えることを踏まえ、港湾の国際競争力の強化に向けた取組は、

関係府省の連携の下、総合的な施策の推進を図ることが重要である。

・都市内の移動を円滑にし、ビジネスの効率を高めるため、公共交通機関の機能の

向上、交通結節機能の高度化、道路ネットワークの整備、交通渋滞対策等を推進

する。

・都市における国際的なビジネス活動を支えるコンベンションセンター等の拠点施

設や国際水準のサービスアパートメント、ホテル等の施設の整備やＭＩＣＥ※の誘

致・開催を促進する。

・将来我が国の経済を牽引することが期待されるグリーン・イノベーション、ライ

フ・イノベーション、アジア経済戦略等に関連する成長分野の産業を育成する観

点から、産業活動等に関する大胆な規制・制度改革を推進する。

・大都市に集積した民間企業、大学・研究機関、ＮＰＯ等が、連携・協働を通じた

相乗効果を生み出すことを促進するための交流機能の整備を推進する。

・研究施設の整備等世界中から優れた研究者等を引き付ける研究環境の整備を推進

する。

※ 企業等の会議（Meeting）、企業の行う報奨・研修旅行（Incentive）、国際会議

（Convention）、イベント、展示会・見本市（Exhibition/Event）の総称

（災害に強いまちづくりの推進）

人口・機能等が集中した大都市における災害の発生が、甚大な人的・経済的被害

につながることのないよう、超高層建築物等における長周期地震動対策の充実等高

層建築物等の耐震性の向上、ターミナル駅等における安全性の確保、環状道路ネッ

トワークの整備、密集市街地の防災性の向上、大都市沿岸部の工業関連施設の防災

対策の強化等防災対策の充実等の施策を特に重点的に推進する必要がある。また、

高層建築物、地下施設、交通関連施設等が集中する地域において、建築物等の単体

の防災対策にとどまらず、地域全体を見据えた、避難者・帰宅困難者対策を含む災

害時の対応に関するハード・ソフト両面からの官民連携による総合的な計画の策定

と当該計画に基づく取組を強化する必要がある。

さらに、東日本大震災が広域的に都市機能の停止・低下等をもたらした経験を踏
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まえれば、首都直下地震等の将来の大都市における大規模災害が発生した場合にお

いて、我が国の経済活動を支える大都市の業務機能、行政機能等について、できる

限り継続性を確保する体制を整備することが、都市機能に対する国際的な信頼の確

保を通じて、大都市の国際競争力の強化を進める上でも重要である。

こうした観点から、高層建築物等の耐震性の向上、自立・分散型のエネルギー源、

備蓄物資等を確保した災害に強いビジネス機能等を有する拠点等の整備を促進して

いくことが必要である。

（都市間の連携と役割分担の強化）

我が国の大都市圏では、多くの都市の経済活動等が互いに影響を与えあっている。

我が国の大都市等の持続的な成長を実現するためには、同一の大都市圏を構成する

大都市間や大都市と周辺の中小規模の都市との間で、各都市の地域資源、都市構想

・戦略等を踏まえた機能分担を合理的に行う等の連携を強化しながら、都市再生に

関連する施策を推進することが重要である。

さらに、大規模災害の発生が、広域的なエリアにおける機能の停止・低下をもた

らすリスクが顕在化した東日本大震災の経験を踏まえ、国土構造のあり方も勘案し

つつ、異なる大都市圏の大都市等の間においても、こうしたリスクを踏まえた合理

的な機能分担を進めながら、国全体の視点から効率的な形で、大都市等の成長を支

える施策を推進していくことが重要である。

（海外の高度人材を呼び込む質の高い生活環境の確保）

大都市の成長を生み出す専門知識を有する高度人材等を世界中から呼び込むこと

ができるよう、以下の施策を重点的に実施し、大都市で働く人々の生活の質の向上

を推進する。

・国際的に遜色のない良質な住宅の供給の促進

・外国語表記による標識の設置、外国語による情報の提供等都市生活における言語

バリアの解消

・インターナショナルスクール、外国語で利用できる病院等外国人が安心して利用

できる諸施設に関する環境整備の促進

・創造的人材の育成・集積に資する、新たな文化芸術の創造拠点及び多彩で魅力あ

る文化芸術の発信・交流拠点の形成

・都市公園の整備を始めとする緑地の保全及び緑化の推進等を通じた都市生活に潤

いとゆとりを与える都市環境の整備

（高齢者人口の急増への対応及び保育所待機児童の解消等）

大都市は、高齢者人口の増加が、今後、特に大規模かつ急速に起こること、郊外

部等に経済成長期に建設され高齢者人口が特に急増する大規模ニュータウン等が多

数存することを踏まえ、医療・福祉サービス等の的確な提供等の取組を特に重点的

に推進する必要がある。また、保育所待機児童は、大都市に集中していることを踏

まえ、駅やその周辺等の利用しやすい場所における保育所等の設置等による保育所

待機児童の解消を特に重点的に実施する必要がある。
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（集積のデメリットの抑制）

大都市に資金、人材等を呼び込み、企業活動を集積させることは、慢性的な交通

渋滞や通勤混雑等のデメリットをもたらす。こうした集積のデメリットをできる限

り抑制するため、交通渋滞を解消するための道路整備や交通管制の高度化、公共交

通機関の機能向上・利便性向上等による通勤混雑等の緩和やオフピーク時の利用促

進等を積極的に進めることが重要である。

（環境負荷の低減）

大都市に集中している温室効果ガスの排出や自動車交通による大気汚染等の環境

負荷を低減するための取組を特に重点的に推進する必要がある。

第三 都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する

政令の立案に関する基準その他基本的な事項

１ 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の指定基準

(1) 都市再生緊急整備地域の指定基準

都市再生特別措置法第２条第３項に基づき、都市計画・金融等の諸施策の集中

的な実施が想定され、市街地の整備を緊急かつ重点的に推進する必要があると判

断した地域であって、以下の具体的な指定基準に該当し、本方針第一及び第二の

内容に沿った都市再生の推進が見込まれるものを「都市再生緊急整備地域」とし

て指定する。

ア 早期に実施されることが見込まれる都市開発事業等の区域に加え、その周辺

で、土地所有者の意向や地方公共団体の定めた計画等に基づき都市開発事業等

の気運が存在すると認められる地域

イ 都市全体への波及効果を有することにより、本方針第一及び第二の内容に即

した都市再生の拠点となる的確な土地利用の転換が将来見込まれる地域

(2) 特定都市再生緊急整備地域の指定基準

都市再生特別措置法第２条第５項に基づき、都市再生緊急整備地域のうち、当

該都市の国際競争力強化につながる都市開発事業等の実施が見込まれ、かつ、地

域の地方公共団体の関与のもと国際競争力強化の拠点とする上で実現性、具体性

等の点で十分な地域の国際競争力強化に向けた都市構想・戦略が、策定・公表さ

れており、地方公共団体による当該地域における都市再生に関連する制度の適切

な運用等国際競争力の強化に向けた取組が的確に行われていると認められるもの

のうち、以下の具体的な指定基準に該当し、本方針第一及び第二の内容に沿った

都市の国際競争力の強化に向けた都市再生が見込まれるものを「特定都市再生緊

急整備地域」として指定する。

ア 新幹線駅若しくは国内線の空港及び国際線の主要な空港を有し、又はこれら

に隣接・近接し、若しくはこれらと交通アクセスが容易であること等により、

国内外の主要な都市との往来を円滑に行うことが可能な地域（今後のインフラ

整備により、可能となる地域を含む。）

イ 企業の業務活動の場やコンベンションセンター、国際会議場、宿泊施設、外国
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人ビジネスパーソン等の生活を支える施設等企業の業務活動を助ける諸機能等

の都市機能が集積している地域（今後の都市開発事業等の実施により、高度に

集積すると見込まれる地域を含む。）

ウ 企業の経済活動が活発に行われ、多くの付加価値が生み出されている地域（今

後の都市開発事業等の実施により、多くの付加価値が生み出されると見込まれ

る地域を含む。）

２ 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の指定の進め方

都市再生緊急整備地域は、全国における都市再生の動きに対応しつつ、都市開発

事業や同事業とともに推進される都市機能の高度化等のための取組等の熟度などに

応じて、早期の効果発現が見込まれる地域について、当該都市開発事業と一体的に

実施される産業機能の高度化等を通じ、都市全体への波及効果を有すると認められ

るものも含め、指定を行う。また、都市再生と併せて滞在者等の安全を確保するた

めの対策を講じる必要性が高い地域について、必要に応じて、都市再生緊急整備地

域の指定を行う。

特定都市再生緊急整備地域は、地域の国際競争力強化に向けた都市構想・戦略を

踏まえた都市開発事業等の促進を図る地域であることを踏まえ、地域の指定や地域

整備方針の内容と当該都市戦略・構想の内容との整合に配慮して指定を行う。その

際、地域整備方針の内容には、都市の国際競争力の強化に向けた都市再生の方向性

ができる限り具体的に示されることが重要である。

３ 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域における施策の集中的実施

都市再生緊急整備地域における施策の推進に当たっては、本方針第一及び第二の

内容を踏まえるほか、民間の時間感覚に合わせ、関連制度の運用が、できる限り民

間事業者等の提案をいかしたものになるよう努めること等により、その創意工夫を

最大限にいかすことを主眼として、都市再生特別措置法において規定している都市

計画等の特例、金融支援措置だけでなく、許認可の適切な運用、公共施設その他の

公益施設の重点的な整備や、都市再生上必要となる施策について、国及び関係地方

公共団体が総力を挙げ、当該地域の整備のため緊急かつ重点的な実施に努める。特

に、特定都市再生緊急整備地域が指定されている地域における施策の推進に当たっ

ては、都市の国際競争力の強化のために必要となる施策について、緊急かつ重点的

な実施に努める。さらに、施策効果の発現状況等を踏まえ、これらの取組について

集中的実施のために不断の見直しを行う。

また、都市再生緊急整備地域の整備に当たって、地方公共団体、民間事業者、Ｎ

ＰＯ等の発意を積極的に反映させるとともに、必要に応じ、国、地方公共団体等に

加えて、地域の関係者により構成される都市再生緊急整備協議会を組織し、透明な

手続の中で時間を限って関係者間で調整を行い、迅速にその解決を図る。

なお、都市開発事業の熟度や関連する公共公益施設の計画の具体性など条件整備

の面で、都市再生緊急整備地域の指定をするまでには至っていない場合には、都市

再生本部において、都市再生緊急整備地域の指定に準じた手続により「都市再生予

定地域」を設定し、この枠組の中で、地方公共団体、民間事業者、ＮＰＯ等の関係

者による課題整理や対応方針の調整を行い、条件整備を迅速に進めるものとする。
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４ 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の整備に当たっての配慮等

（都市再生の推進に当たっての配慮等）

都市再生緊急整備地域の整備に当たって、本方針第一及び第二の内容を勘案する

ほか、国土の利用、開発及び保全に関する総合的な計画など国が定める計画との齟

齬を来すことのないよう留意する。

また、東日本大震災における経験から得られる教訓を踏まえた防災機能の充実、

緑、水、大気、生物多様性、エネルギーや景観など都市の環境の保全・改善や、従

前居住者の居住の確保などに特に配慮する。

さらに、当該地域において都市開発事業に係る都市計画提案を行うに際しては、

都市計画マスタープランなどを勘案しつつ、民間の創意工夫を十分にいかして進め

る。

また、特定都市再生緊急整備地域が指定されている地域の整備に当たっては、グ

ローバルに業務を展開する企業にふさわしい拠点性とシンボル性を備えた国際競争

力強化に資する景観の形成が図られるよう配慮する。また、総合特別区域法に基づ

く国際戦略総合特区制度をはじめとする産業の国際競争力の強化に関する他の施策

との有機的な連携を図るよう配慮する。その際、国、地方公共団体等に加え、都市

開発事業を施行する民間事業者や公共公益施設の整備等を行う者等により構成され

る都市再生緊急整備協議会を必要に応じて組織し、都市の国際競争力の強化に資す

る都市開発事業や公共公益施設の整備等を盛り込んだ整備計画を作成し、計画に基

づく事業の着実な実施を推進する。

（都市再生安全確保計画の作成及びその実施に当たっての配慮等）

都市再生緊急整備地域の整備を進めるに当たっては、必要に応じ、都市再生安全

確保計画（以下この節において「計画」という。）の作成及び計画に基づく事業等の

実施を推進するとともに、計画に基づく事業等の実施やその効果の検証を進める中

で、滞在者等の安全が最大限に確保される計画に向けた不断の見直しや運用の改善

等に努める。こうした取組を進めるに当たり、以下の点に留意することとする。

・特定都市再生緊急整備地域など、人口・機能等が特に集中し、都市の国際競争力

の強化を図るべきターミナル駅周辺の地域においては、計画の作成及び当該計画

に基づく事業等の実施を重点的に推進すること

・都市再生緊急整備地域全域にわたる計画の作成が困難な場合でも、人口・機能等

が集中し、大規模災害が発生した場合に大きな混乱が発生するリスクが高いエリ

ア、関係者の防災意識が高く計画の作成及び当該計画の実施にコンセンサスが得

られやすいエリア等計画作成が迅速に行われることが見込まれるエリアから順次、

計画を作成すること

・計画には、退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の都市再生安全確保施設の整備等や

建築物の耐震改修等のハード対策及び情報共有・提供、地域における防災に関す

る訓練の実施、医療サービスの確保等のソフト対策等幅広い対策が盛り込まれる

ことが想定されるが、当初の計画に想定される全ての対策を盛り込むことが困難

な場合には、地域の実情に応じて、対応可能な対策から順次、計画に盛り込むこ

と
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・実効性のある計画の作成及び当該計画に基づく事業等の着実な実施を推進するた

め、都市再生緊急整備協議会を組織するに当たっては、国、関係地方公共団体（消

防部局を含む。）等に加えて、都道府県公安委員会を始め、既存の建築物の所有者

やテナント、鉄道事業者、情報通信事業者、医療機関等の滞在者等の安全の確保

に必要な関係者を構成員とすること

・人口・機能の集積状況等の基礎データの収集・分析等を通じて、地域が抱える災

害に対するリスクや地域資源を多角的に評価するとともに、対策の優先順位や費

用対効果等を勘案しつつ、地域の実情に応じた目標の設定と効果的な対策を講じ

ること

・地域の総力を挙げた取組の一層の促進を図るため、計画の作成及び当該計画に基

づく事業等の実施に当たっては、民間の資金やノウハウ等を積極的に活用するこ

と

・関係者間の意識共有を図るとともに役割分担等を明確化するため、計画の意義・

目標及び実施体制、計画に盛り込まれる対策やその実施主体・実施期間をできる

限り具体的なものとすること

・高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦等に配慮した計画内容とするとともに、

計画に基づく地域における防災に関する訓練の実施に当たっては、これら要配慮

者の支援に関連する団体等にも参加を促すこと

・大規模災害が発生した場合に計画が円滑に実施されるよう、ハード面の対策のみ

に頼ることなく、平常時での地域における防災に関する訓練の実施やまちづくり

活動等を通じて、地域の関係者が継続的に計画の実施に取り組む体制を構築する

こと

・地域における防災に関する訓練から得られる成果や地域の状況の変化等に応じて、

計画内容に関する検証を進め、その検証結果を計画の充実にいかしていくこと

・円滑な計画の作成・実施を推進するため、国が作成する計画作成のための手引き

等を活用するとともに、関係者への普及・周知を図ること

（都市再生緊急整備地域間の相互連携）

都市全体からみて、相互に地理的、経済的、社会的に密接な関連を有する複数の

都市再生緊急整備地域がある場合においては、都市の再生の効果を効率的に発現さ

せるため、都市全体としてバランス良く都市開発事業等が行われ、多様なビジネス

・生活環境を備えることが重要であり、それぞれの地域の強みをいかしつつ、弱み

を補完するべく、地域間での役割分担を意識して取り組むことが必要である。

そのためには、それぞれの都市再生緊急整備地域の地域整備方針において、オフ

ィス施設、宿泊施設、商業施設、ＭＩＣＥ施設など様々な都市機能を有する施設で

あって重点的に整備すべきもの、エリアマネジメントやシティセール等必要なソフ

ト事業等を明らかにし、当該地域整備方針に即した都市再生を実現するため、都市

再生緊急整備協議会相互で連絡調整を密にすることが必要である。

５ 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の評価及び指定の見直し等

本方針第一及び第二の内容を踏まえ、社会経済情勢の変化に対応した適時適切な

地域指定を実施し緊急かつ重点的に市街地整備を推進することを目的として、既に
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指定されている都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域で指定後一定

期間を経過したものについては、当該地域における民間事業者、地方公共団体等に

よる都市再生の取組の状況等を定期的に評価し、その結果を踏まえ、必要に応じて

指定の見直しを行うこととする。

なお、評価の実施に当たっては、以下に掲げる観点から、指定地域や地域整備の

方針の指定基準等への適合性を検証することとする。さらに特定都市再生緊急整備

地域については、国際競争力強化の観点を重視した評価を行うこととする。

ア 上位計画、関連計画における位置づけ

イ 都市再生に係る事業の進捗状況

ウ 都市再生の効果

第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項

１ 自主性と創意工夫による全国の都市再生の推進

稚内から石垣まで全国の都市を対象として、本方針第一及び第二の内容を踏まえ、

身の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る都市再生の取組を推進

する。

市町村や民間をはじめとした多様な主体による積極的な取組とこれに対する国等

の支援の基本的枠組となる

・民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動

・地域の自由な発想がいかせるまちづくりを支援する交付金

・都市再生に必要な権限の一体化

・行政と民間まちづくり活動との連携・協働

について、市町村が都市再生特別措置法第４６条第１項の規定に基づき作成する「都

市再生整備計画」は、民間をはじめとした多様な主体による創意工夫をいかした取

組を含め、市町村の自主性を尊重し、少子・高齢化等の地域社会の変化の動向、歴

史・風土・景観、環境、生物多様性、産業構造、交通上及び市街地の安全上の課題

などの地域の特性に応じ、地域の有形・無形の資源を活用した創意工夫を最大限発

揮することを目指すものとする。

都市再生整備計画には、市町村による公共公益施設の重点的な整備に係る事項の

みならず、民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動についても明らか

にすることを通じて、都市再生整備計画を土台とした継続的かつ一体的な都市再生

を推進する。そのため、都市再生整備計画の作成に当たっては、都市再生推進法人

や関係行政機関が一堂に会する市町村都市再生協議会を活用するなど官民連携の取

組の円滑な推進を図ることが重要である。

一方で、我が国の都市全体を通じ、コンパクトな都市構造への転換を図り、持続

可能な都市経営を行っていくことが求められている中で、都市再生整備計画により

実施する事業や施策についてもこのような考え方を踏まえたものに重点化していく

ことが必要であり、都市の外延部において実施する際には、農業や観光など地域資

源をいかした産業の推進により戦略的・具体的に都市の持続可能性が示された場合

等に重点化する必要がある。さらに、立地適正化計画の策定により具体的な集約化

・持続可能性確保の姿が示されていない地域における都市再生整備計画への支援の
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在り方については、国の財政事情等も踏まえ、中期的には適切に見直していくこと

が必要である。

２ 都市再生整備計画において具体的に明らかにされるべき視点等

都市再生整備計画においては、本方針第一及び第二の内容を踏まえ、選択と集中

の考え方に立脚し、以下の視点を明らかにしつつ、迅速に実施すべき具体的事業・

施策を内容とするものとする。

ア 得られる成果の重視、ソフトの充実等による戦略的・効率的実施

○得られる成果を重視し、計画に基づき実施される事業・施策についてできる限

り客観的で透明性の高い適正な評価が図られること。

○既存施設の活用、ソフト施策との連携、民間をはじめとした多様な主体による

積極的な取組などを重視することにより、事業・施策の効率的実施と文化、環

境、生物多様性、居住等の都市の機能の増進が図られること。

○構造改革特別区域、地域再生計画、中心市街地活性化基本計画、歴史的風致維

持向上計画、観光施策等の活用を含め、関連し合う諸施策と一体的に連携しつ

つ、相乗効果の発揮が図られること。

○将来にわたって継続的かつ一体的に都市の多様な機能を確保する施設等の維持

管理が図られること。

イ 民間のまちづくりに関する活動等との連携・協働

○計画・事業・運営への地域団体等の積極的な参加と民間をはじめとした多様な

主体による取組の推進やアイデア・ノウハウ等の活用が図られること。また、

市町村による都市再生推進法人の指定を積極的に行うほか、必要に応じて市町

村都市再生協議会を組織することにより、官民連携の取組の強化を図ること。

その際、市町村都市再生協議会の構成員に関係道路管理者、関係公園管理者そ

の他行政機関を加えること、交通事業者や物流事業者等の協力を求めること等

により、柔軟な取組の実現を図ること。

○まちづくりに関する住民、産・学、ＮＰＯ、一般社団法人や一般財団法人、ま

ちづくり会社、専門家等による主体的な活動や、これらの活動と市町村による

活動との協働、これに対応した機動的な事業・施策の実施が図られること。

○計画区域における道路の占用の特例を適切に活用し、道路空間のオープン化及

び適切な維持管理が図られること。都市再生整備計画に道路の占用の特例に係

る記載を行う場合には、都市の再生、道路の通行者又は利用者の利便の増進に

資するよう、占用主体が行う道路交通環境の維持及び向上を図るための措置を

計画に位置づけること。

○計画区域における都市空間の有効活用、にぎわい創出を図るとともに、都市再

生整備歩行者経路協定及び都市利便増進協定等を活用し、都市再生推進法人を

はじめとした多様な主体による活動との連携の下、公共空間の適切な維持管理

が図られること。

○都市再生整備計画に都市再生推進法人、民間企業等が行うまちづくり活動や道

路の通行者又は利用者の利便の増進に資する措置等を総合的に計画に位置づけ

ることにより、民間をはじめとした多様な主体による取組が推進されること。
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第五 立地適正化計画の作成に関する基本的事項

１ 都市のコンパクト化に向けた包括的なマスタープランの作成

立地適正化計画は、一定の人口密度に支えられた生活サービス機能の維持や、イ

ンフラ費用の抑制等による持続可能な都市経営の実現を図るため、都市全体の観点

から居住機能や医療・福祉などの都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括

的なマスタープランとして作成するものであり、本方針第一の１「都市の基本的構

造の在り方」や第二の２「都市のコンパクト化の推進等」に示した考え方を現実に

実現するよう作成するものとする。

立地適正化計画には、将来の人口動態や人口密度等を勘案して、中期的に都市の

生活を支えることが可能となるような都市構造についての考え方を盛り込むととも

に、まちづくりの理念、将来的に目指すコンパクトシティの具体像、実現のための

主要課題と施策等について示すものとする。コンパクトシティの具体像を示すに当

たっては、立地適正化計画において居住誘導区域や都市機能誘導区域等のエリア設

定を行うことから、地域の実情や歴史・沿革等にも配意しつつ、居住誘導区域にお

ける住まいの在り方や都市機能誘導区域に誘導する施設の配置を含め、ある程度具

体的・即地的・定量的に将来のまちの姿を示すことが望ましく、また、施策はプロ

グラム的手法をとることが望ましい。

このように、立地適正化計画は都市全体の観点からまちづくりの理念や将来のま

ちの姿を示すものであることから、都市再生整備計画等を作成する場合にも、立地

適正化計画の内容を踏まえる必要がある。

２ 立地適正化計画において具体的に明らかにされるべき視点等

立地適正化計画においては、本方針第一の１や第二の２に示した考え方を現実に

実現するよう、以下の視点に基づいて計画を作成し、運用するものとする。

ア 合意形成

○立地適正化計画の作成、特に居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定等に当た

っては、公聴会や説明会などの住民説明、情報公開を通じて、住民の合意形成

プロセスを経るとともに、都市機能に関係する民間事業者、防災関係機関等の

意見を幅広く聴きながら行っていくこと。

○多様な関係者との合意形成を図るという観点から、立地適正化計画の作成に当

たり、市町村都市再生協議会等を活用すること。

イ 連携・調整

○立地適正化計画の内容の実現のためには、隣接市町村等との協調・連携が重要

である。このため、例えば、以下のような取組を行うことも考えられる。

・公共交通沿線等の複数の市町村が役割分担をしながら連携してコンパクト化

に取り組むため、連携して立地適正化計画を作成すること。

・隣接市町村等の影響を受けることも多いことから、都道府県は、市町村が立

地適正化計画を作成しやすいよう、広域的な調整を図ること。

○居住誘導区域の外となる区域について農業や観光など地域資源をいかした産業

の推進等を検討する必要があること、立地適正化計画は防災に配慮する必要が

あることから、市町村の内部においても、都市部局だけでなく、医療・福祉、

産業、公共交通、農業、観光、防災、土木等を担当する他部局と十分な連携や



- 42 -

共同での検討作業を行っていくこと。

ウ 不断の見直し

○立地適正化計画は、10年後、20年後などの中期的に目指しているまちの姿を具

体的に示し、それに向けて各種の誘導措置を活用して居住や生活サービス機能

を中期的に一定のエリアに誘導していくものであり、以下のとおり動的な運用

を図ること。

・計画の策定後も、地域の実情と時代の変化に合わせて計画を不断に見直すこ

と。

・長期的にみて計画の効果が現れた場合には都市計画の変更も検討すること。

エ 評価

○立地適正化計画については、計画の実施状況の調査、分析及び評価を行うこと

が重要であることから、市町村による自己評価、市町村都市計画審議会など専

門性・中立性を有する組織を活用した第三者評価等を行うこと。

オ 都市計画との有機的な連携

○立地適正化計画は、土地利用規制の指針となると同時に、誘導的手法のプラン

でもあるという性格を併せ持つものであり、都市計画との間で有機的な連携を

図ること。

○誘導施策の効果が現れて土地利用に変化が確認された場合には、用途地域の変

更や区域区分を市街化区域から市街化調整区域に変更することなど、都市計画

の変更についても積極的に検討すること。

カ 立地適正化計画の記載事項について

立地適正化計画には、上記１の内容について、立地の適正化に関する基本的方

針として記載するとともに、下記の点について留意して作成すること。

○区域の設定について

・居住誘導区域の設定に当たっては、既存の住宅・公共施設の状況や、国立社

会保障・人口問題研究所が公表している将来人口推計などの客観的なデータ

に基づく将来の人口動態等を踏まえ、一定の人口密度を維持する上で将来人

口に即した広さの区域とするなど、適切な範囲に設定すること。また、点在

する市街地や、農業等の従事者が居住している旧来からの集落にも配意する

ほか、市町村合併等の経緯、各集落の歴史的背景も踏まえて設定すること。

・都市機能誘導区域の設定に当たっては、区域内の人口や経済活動のほか、公

共交通へのアクセス等を勘案して適切な範囲に設定すること。

・立地適正化計画には、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めるとと

もに、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めること。

・駐車場配置適正化区域は、医療・福祉施設、商業施設等の集積に伴い自動車

流入が集中することにより自動車と歩行者との交錯を生じるおそれが高いエ

リアに設定すること。

○市町村が講ずべき施策について

・居住や都市機能を誘導するための施策として、公共交通ネットワークの形成

や公共施設の整備等の進め方について示すこと。

・地域の実情に応じた創意工夫により、独自性のある施策を必要に応じて示す

こと。
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・公的不動産の有効活用を図るため、地域の実情に応じて、その活用方針につ

いても示すこと。

・上記の事項のほか、立地適正化計画を作成した目的・趣旨等に鑑み、関連す

る施策や事業の相互の関係等にも留意し、必要な事項を適切に示すこと。


